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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極、セパレータ、及びリチウム塩を含む非水系電解質を備え、扁平形状を有す
る電池容器にて密閉されエネルギー容量が３０Ｗｈ以上且つ体積エネルギー密度が１８０
Ｗｈ／ｌ以上の扁平形状の非水系二次電池であって、
　作動圧が０．０５ｋｇ／ｃｍ2以上１．２ｋｇ／ｃｍ2未満である少なくとも一つ以上の
圧力開放機構を具備しており、
　前記圧力開放機構は、前記扁平形状をなす電池容器の広平面部に配置され容器外周から
該広平面部の重心に至る距離の６０％以内の外周寄りの範囲に少なくともその一部分を含
むように形成され、
　前記圧力開放機構は、前記電池容器に所定作動圧により破断する薄肉部で形成され、
　前記薄肉部は、前記電池容器の広平面部に形成された少なくとも一つの直線状又は曲線
状の溝であり、
　前記電池容器が多角形の扁平形状をなし、前記溝は、該多角形の重心及び角部を結ぶ仮
想直線を横切るように配置されており、前記溝のなす直線又は曲線の前記仮想直線との交
点における接線が、前記仮想直線の垂線に対して±６０度以内の角度をなすように設けら
れており、
　前記電池容器の広平面部の形状は、矩形である非水系二次電池。
【請求項２】
　前記圧力開放機構の作動圧は、０．０５ｋｇ／ｃｍ2以上０．８ｋｇ／ｃｍ2未満である
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ことを特徴とする請求項１に記載の非水系二次電池。
【請求項３】
　前記非水系二次電池は、厚さが１２ｍｍ未満の扁平形状であることを特徴とする請求項
１または２に記載の非水系二次電池。
【請求項４】
　前記電池容器の板厚は、０．２ｍｍ以上１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれかに記載の非水系二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、非水系二次電池に関し、特に、蓄電システム用非水系二次電池に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
近年、省資源を目指したエネルギーの有効利用及び地球環境問題の観点から、深夜電力貯
蔵及び太陽光発電の電力貯蔵を目的とした家庭用分散型蓄電システム、電気自動車のため
の蓄電システム等が注目を集めている。例えば、特開平６－８６４６３号公報には、エネ
ルギー需要者に最適条件でエネルギーを供給できるシステムとして、発電所から供給され
る電気、ガスコージェネレーション、燃料電池、蓄電池等を組み合わせたトータルシステ
ムが提案されている。このような蓄電システムに用いられる二次電池は、エネルギー容量
が１０Ｗｈ以下の携帯機器用小型二次電池と異なり、容量が大きい大型のものが必要とさ
れる。このため、上記の蓄電システムでは、複数の二次電池を直列に積層し、電圧が例え
ば５０～４００Ｖの組電池として用いるのが常であり、ほとんどの場合、鉛電池を用いて
いた。
【０００３】
一方、携帯機器用小型二次電池の分野では、小型及び高容量のニーズに応えるべく、新型
電池としてニッケル水素電池、リチウム二次電池の開発が進展し、１８０Ｗｈ／ｌ以上の
体積エネルギー密度を有する電池が市販されている。特に、リチウムイオン電池は、３５
０Ｗｈ／ｌを超える体積エネルギー密度の可能性を有すること、及び、安全性、サイクル
特性等の信頼性が金属リチウムを負極に用いたリチウム二次電池に比べ優れることから、
その市場を飛躍的に延ばしている。
【０００４】
これを受け、蓄電システム用大型電池の分野においても、高エネルギー密度電池の候補と
して、リチウムイオン電池をターゲットとし、リチウム電池電力貯蔵技術研究組合（ＬＩ
ＢＥＳ）等で精力的に開発が進められている。
【０００５】
これら大型リチウムイオン電池のエネルギー容量は、１００Ｗｈから４００Ｗｈ程度であ
り、体積エネルギー密度は、２００～３００Ｗｈ／ｌと携帯機器用小型二次電池並のレベ
ルに達している。その形状は、直径５０ｍｍ～７０ｍｍ、長さ２５０ｍｍ～４５０ｍｍの
円筒型、厚さ３５ｍｍ～５０ｍｍの角形又は長円角形等の扁平角柱形が代表的なものであ
る。
【０００６】
また、薄型のリチウム二次電池については、薄型の外装に、例えば、金属とプラスチック
をラミネートした厚さ１ｍｍ以下のフィルムを収納したフィルム電池（特開平５－１５９
７５７号公報、特開平７－５７７８８号公報等）、厚さ２ｍｍ～１５ｍｍ程度の小型角型
電池（特開平８－１９５２０４号公報、特開平８－１３８７２７号公報、特開平９－２１
３２８６号公報等）が知られている。これらのリチウム二次電池は、いずれも、その目的
が携帯機器の小型化及び薄型化に対応するものであり、例えば携帯用パソコンの底面に収
納できる厚さ数ｍｍでＪＩＳ　Ａ４サイズ程度の面積を有する薄型電池も開示されている
が（特開平５－２８３１０５号公報）、エネルギー容量が１０Ｗｈ以下であるため、蓄電
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システム用二次電池としては容量が小さ過ぎる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
扁平形状の電池の場合、放熱性を向上させる目的から電池の厚みを薄くするに従い、電池
表裏面積は大きくなる。又高いエネルギー密度を達成しようとする場合、特に、蓄電シス
テムに用いられる大型リチウム二次電池（エネルギー容量３０Ｗｈ以上）において扁平形
状の電池を実現しようとする場合は、その傾向が強い。例えば、１００Ｗｈ級の厚さ６ｍ
ｍのリチウムイオン電池の場合、電池表裏面の大きさは、６００ｃｍ2（片面）と非常に
大きい。
【０００８】
一般的に携帯機器用の小型リチウムイオン電池においては、機器の故障による誤作動や使
用者側の誤用によって過充電や外部短絡といった状態になると、電池内部が加熱されて電
解液が分解されたり蒸発したりすることにより内部でガスが発生する。したがって、内圧
上昇に伴う事故を防止するためには、例えば特開平６－３６７５２に記載されているよう
に動作圧が高い範囲１０～２０ｋｇ／ｃｍ2で設計されている安全弁が容器の蓋や底に備
えられている。
【０００９】
しかしながら電池表裏面が大きくかつ容器厚さが薄い大型電池に上述のような一般的な安
全機構を設けると、電池内部でガスが発生し内圧が上昇するような異常事態が発生した場
合に、小型電池では問題にならない低い圧力であっても、容器、特にその表裏面が容易に
膨らみ、安全機構が充分に働かないまま発火や爆発を誘発しかねない危険な状態におちい
るという問題があった。
【００１０】
本発明の目的は、上記問題点を解決すべく、異常時に発火や爆発といった事故を確実に防
止できる安全性の高い扁平形状の非水系二次電池を提供することにある。
【００１１】
本発明の更なる目的は、３０Ｗｈ以上の大容量且つ１８０Ｗｈ／ｌ以上の体積エネルギー
密度を有し、放熱特性に優れた安全性の高い非水系二次電池を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために、正極、負極、セパレータ、及びリチウム塩を含む
非水系電解質を備え、扁平形状を有する電池容器にて密閉されエネルギー容量が３０Ｗｈ
以上且つ体積エネルギー密度が１８０Ｗｈ／ｌ以上の扁平形状の非水系二次電池であって
、作動圧が０．０５ｋｇ／ｃｍ2以上１．２ｋｇ／ｃｍ2未満である少なくとも一つ以上の
圧力開放機構を具備しており、前記圧力開放機構は、前記扁平形状をなす電池容器の広平
面部に配置され容器外周から該広平面部の重心に至る距離の６０％以内の外周寄りの範囲
に少なくともその一部分を含むように形成されることを特徴とする非水系二次電池を提供
するものである。
【００１３】
圧力開放機構の作動圧は、圧力開放機構が開放動作をするときの電池内部の上昇した圧力
と大気圧との差をいう。
【００１４】
【発明の実施形態】
以下、本発明の一実施形態に係る非水系二次電池について図面を参照しつつ説明する。図
１は、本発明の一実施形態に係る扁平な矩形（ノート型）の蓄電システム用非水系二次電
池の平面図及び側面図を示す図であり、図２は、図１に示す電池の内部に収納される電極
積層体の構成を示す側面図である。
【００１５】
図１及び図２に示すように、本実施形態の非水系二次電池は、上蓋１及び底容器２からな
る電池容器と、該電池容器の中に収納されている複数の正極１０１ａ、負極１０１ｂ、１
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０１ｃ、及びセパレータ１０４からなる電極積層体とを備えている。本実施形態のような
扁平型非水系二次電池の場合、正極１０１ａ、負極１０１ｂ（又は積層体の両外側に配置
された負極１０１ｃ）は、例えば、図２に示すように、セパレータ１０４を介して交互に
配置されて積層されるが、本発明は、この配置に特に限定されず、積層数等は、必要とさ
れる容量等に応じて種々の変更が可能である。
【００１６】
各正極１０１ａの正極集電体１０５ａは、正極端子３に電気的に接続され、同様に、各負
極１０１ｂ、１０１ｃの負極集電体１０５ｂは、負極端子４に電気的に接続されている。
正極端子３及び負極端子４は、電池容器すなわち上蓋１と絶縁された状態で取り付けられ
ている。上蓋１及び底容器２は、図１中の拡大図に示したＡ点で全周を上蓋を溶かし込み
、溶接されている。上蓋１には、電解液の注液口5が開けられており、電解液注液後、ア
ルミニウム-変性ポリプロピレンラミネートフィルム、アルミニウム-変性ポリエチレンラ
ミネートフィルムに代表される水分透過率の低い熱可塑性フィルム６を用いて、熱融着に
て封口される。
【００１７】
封口工程においては、電池内の圧力を大気圧未満とすることが好ましい。好ましくは650t
orr以下、更に好ましくは550torr以下で行う。この圧力は、使用するセパレータ、電解液
の種類、電池容器の素材、厚み、電池の形状等を加味して決定される。内圧が大気圧以上
の場合、電池が設計厚みより大きくなる、あるいは、厚みバラツキが大きくなり、電池の
内部抵抗、容量がばらつく原因となる。
【００１８】
図１及び図２に示す非水系二次電池は、例えば縦３００ｍｍ×横２１０ｍｍ×厚さ６ｍｍ
の直方体状であり、正極１０１ａにＬｉＭｎ2Ｏ4、負極１０１ｂ、１０１ｃに炭素材料を
用いたリチウム二次電池であって、蓄電システムに用いることができるものである。
【００１９】
正極１０１ａに用いられる正極活物質としては、リチウム系の正極材料であれば、特に限
定されず、リチウム複合コバルト酸化物、リチウム複合ニッケル酸化物、リチウム複合マ
ンガン酸化物、或いはこれらの混合物、更にはこれら複合酸化物に異種金属元素を一種以
上添加した系等を用いることができ、高電圧、高容量の電池が得られることから、好まし
い。また、安全性を重視する場合、熱分解温度が高いマンガン酸化物が好ましい。このマ
ンガン酸化物としてはＬｉＭｎ2Ｏ4に代表されるリチウム複合マンガン酸化物、更にはこ
れら複合酸化物に異種金属元素を一種以上添加した系、さらにはリチウム、酸素等を量論
比よりも過剰にしたＬｉＭｎ2Ｏ4が挙げられる。
【００２０】
負極１０１ｂ、１０１ｃに用いられる負極活物質としては、リチウム系の負極材料であれ
ば、特に限定されず、リチウムをドープ及び脱ドープ可能な材料であることが、安全性、
サイクル寿命などの信頼性が向上し好ましい。リチウムをドープ及び脱ドープ可能な材料
としては、公知のリチウムイオン電池の負極材として使用されている黒鉛系物質、炭素系
物質、錫酸化物系、ケイ素酸化物系等の金属酸化物、或いはポリアセン系有機半導体に代
表される導電性高分子等が挙げられる。特に、安全性の観点から、１５０℃前後の発熱が
小さいポリアセン系物質又はこれを含んだ材料が望ましい。
【００２１】
セパレータ１０４の構成は、特に限定されるものではないが、単層又は複層のセパレータ
を用いることができ、少なくとも1枚は不織布を用いることが好ましく、サイクル特性が
向上する。また、セパレータ１０４の材質は、特に限定されるものではないが、例えばポ
リエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリアミド、クラフト紙、ガラス等
が挙げられ、ポリエチレン、ポリプロピレンが、コスト、含水などの観点から好ましい。
また、セパレータ１０４として、ポリエチレン、ポリプロピレンを用いる場合、セパレー
タの目付量は、好ましくは５ｇ／ｍ2以上３０ｇ／ｍ2以下であり、より好ましくは５ｇ／
ｍ2以上２０ｇ／ｍ2以下であり、さらに好ましくは８ｇ／ｍ2以上２０ｇ／ｍ2以下である
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。セパレータの目付量が３０ｇ／ｍ2を越える場合、セパレータが厚くなり過ぎたり、又
は気孔率が低下し、電池の内部抵抗が高くなるので好ましくなく、５ｇ／ｍ2未満の場合
、実用的な強度が得られないので好ましくない。
【００２２】
本実施形態の非水系二次電池の電解質としては、公知のリチウム塩を含む非水系電解質を
使用することができ、正極材料、負極材料、充電電圧等の使用条件により適宜決定され、
より具体的にはＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4等のリチウム塩を、プロピレンカー
ボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチ
ルエチルカーボネート、ジメトキシエタン、γーブチルラクトン、酢酸メチル、蟻酸メチ
ル、或いはこれら２種以上の混合溶媒等の有機溶媒に溶解したもの等が例示される。また
、電解液の濃度は特に限定されるものではないが、一般的に０．５ｍｏｌ／ｌから２ｍｏ
ｌ／ｌが実用的であり、該電解液は当然のことながら、水分が１００ｐｐｍ以下のものを
用いることが好ましい。なお、本明細書で使用する非水系電解質とは、非水系電解液、有
機電解液を含む概念を意味するものであり、また、ゲル状又は固体の電解質も含む概念を
意味するものである。
【００２３】
上記のように構成された非水系二次電池は、家庭用蓄電システム（夜間電力貯蔵、コージ
ェネレション、太陽光発電等）、電気自動車等の蓄電システム等に用いることができ、大
容量且つ高エネルギー密度を有することができる。この場合、エネルギー容量は、好まし
くは３０Ｗｈ以上、より好ましくは５０Ｗｈ以上であり、且つエネルギー密度は、好まし
くは１８０Ｗｈ／ｌ以上、より好ましくは２００Ｗｈ／ｌである。エネルギー容量が３０
Ｗｈ未満の場合、或いは、体積エネルギー密度が１８０Ｗｈ／ｌ未満の場合は、蓄電シス
テムに用いるには容量が小さく、充分なシステム容量を得るために電池の直並列数を増や
す必要があること、また、コンパクトな設計が困難となることから蓄電システム用として
は好ましくない。
【００２４】
ところで、一般に、蓄電システム用の大型リチウム二次電池（エネルギー容量３０Ｗｈ以
上）においては、高エネルギー密度が得られるものの、その電池設計が携帯機器用小型電
池の延長にあることから、直径又は厚さが携帯機器用小型電池の３倍以上の円筒型、角型
等の電池形状とされる。この場合には、充放電時の電池の内部抵抗によるジュール発熱、
或いはリチウムイオンの出入りによって活物質のエントロピーが変化することによる電池
の内部発熱により、電池内部に熱が蓄積されやすい。このため、電池内部の温度と電池表
面付近の温度差が大きく、これに伴って内部抵抗が異なる。その結果、充電量、電圧のバ
ラツキを生じ易い。また、この種の電池は複数個を組電池にして用いるため、システム内
での電池の設置位置によっても蓄熱されやすさが異なって各電池間のバラツキが生じ、組
電池全体の正確な制御が困難になる。更には、高率充放電時等に放熱が不十分な為、電池
温度が上昇し、電池にとって好ましくない状態におかれることから、電解液の分解等よる
寿命の低下、更には電池の熱暴走の誘起など信頼性、特に、安全性に問題が残されていた
。
【００２５】
本実施形態の扁平形状の非水系二次電池は、放熱面積が大きくなり、放熱に有利であるた
め、上記のような問題も解決することができる。すなわち、本実施形態の非水系二次電池
は、扁平形状をしており、その厚さは、好ましくは１２ｍｍ未満、より好ましくは１０ｍ
ｍ未満、さらに好ましくは８ｍｍ未満である。厚さの下限については電極の充填率、電池
サイズ（薄くなれば同容量を得るためには面積が大きくなる）を考慮した場合、２ｍｍ以
上が実用的である。電池の厚さが１２ｍｍ以上になると、電池内部の発熱を充分に外部に
放熱することが難しくなること、或いは電池内部と電池表面付近での温度差が大きくなり
、内部抵抗が異なる結果、電池内での充電量、電圧のバラツキが大きくなる。なお、具体
的な厚さは、電池容量、エネルギー密度に応じて適宜決定されるが、期待する放熱特性が
得られる最大厚さで設計するのが、好ましい。



(6) JP 4348492 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

【００２６】
また、本実施形態の非水系二次電池の形状としては、例えば、扁平形状の表裏面が角形、
円形、長円形等の種々の形状とすることができ、角形の場合は、一般に矩形であるが、三
角形、六角形等の多角形とすることもできる。さらに、肉厚の薄い円筒等の筒形にするこ
ともできる。筒形の場合は、筒の肉厚がここでいう厚さとなる。また、製造の容易性の観
点から、電池の扁平形状の表裏面が矩形であり、図１に示すようなノート型の形状が好ま
しい。
【００２７】
電池容器となる上蓋１及び底容器２に用いられる材質は、電池の用途、形状により適宜選
択され、特に限定されるものではなく、鉄、ステンレス鋼、アルミニウム等が一般的であ
り、実用的である。また、電池容器の厚さも電池の用途、形状或いは電池容器の材質によ
り適宜決定され、特に限定されるものではない。好ましくは、その電池表面積の８０％以
上の部分の厚さ（電池容器を構成する一番面積が広い部分の厚さ）が０．２ｍｍ以上であ
る。上記厚さが０．２ｍｍ未満では、電池の製造に必要な強度が得られないことから望ま
しくなく、この観点から、より好ましくは０．３ｍｍ以上である。また、同部分の厚さは
、１ｍｍ以下であることが望ましい。この厚さが１ｍｍを超えると、電極面を押さえ込む
力は大きくなるが、電池の内容積が減少し充分な容量が得られないこと、或いは、重量が
重くなることから望ましくなく、この観点からより好ましくは０．７ｍｍ以下である。
【００２８】
上記のように、非水系二次電池の厚さを１２ｍｍ未満に設計することにより、例えば、該
電池が３０Ｗｈ以上の大容量且つ１８０Ｗｈ／ｌの高エネルギー密度を有する場合、高率
充放電時等においても、電池温度の上昇が小さく、優れた放熱特性を有することができる
。従って、内部発熱による電池の蓄熱が低減され、結果として電池の熱暴走も抑止するこ
とが可能となり信頼性、安全性に優れた非水系二次電池を提供することができる。
【００２９】
次に、上記の様に構成された本発明の非水系二次電池に具備する圧力開放機構（安全弁）
について詳細に説明する。この安全弁の作動圧は、下限が、好ましくは、０．０５ｋｇ／
ｃｍ2以上、より好ましくは０．２ｋｇ／ｃｍ2以上、特に好ましくは０．２ｋｇ／ｃｍ2

以上であり、上限が、好ましくは５ｋｇ／ｃｍ2未満、より好ましくは１．２ｋｇ／ｃｍ2

未満、特に好ましくは０．８ｋｇ／ｃｍ2未満である。この作動圧は、電池の形状、厚み
、電池容器の素材、電池の容量、使用するセパレータ、電解液の種類等により適宜設計さ
れるが、作動圧が上記下限未満であると通常使用時にも作動してしまう可能性があり好ま
しくない。又作動圧が上記上限以上の場合、電池内部にガスが発生する異常事態において
も安全弁が働かず容易に電池が膨張変形し発火や爆発を誘発させる危険性がある。本発明
において安全弁の個数は、少なくとも１個以上であればよく、特に２個以上の複数の安全
弁を設けてもよい。
【００３０】
安全弁を配置させる場所については、図３中斜線領域５１に示すように扁平形状をなす電
池容器の広平面部内に配置し、広平面部の外周から所定距離の範囲に少なくともその一部
分を含むように設けるのが望ましい。その外周寄りの範囲は、容器外周から該広平面部の
重心に至る距離の６０％以内の外周寄りの範囲とするのが望ましく、４０％以内の範囲と
するのがさらに望ましい。電池の広平面部が大きくかつ容器厚さが薄い場合、上述の通り
容器は膨らみ易い。その度合いは、使用する電池の形状、厚み、電池容器の素材に依存す
るが、特に容器外周から広平面部の重心に至る距離の６０％以内の外周寄りの範囲に容器
の膨らみに伴う歪みが発生し易い。この歪みは、外周から重心に至る距離の４０％以内の
外周寄りの範囲においてさらに大きくなる傾向を示す。これは、上記範囲において、容器
壁を変形させる力が大きく作用していることを意味する。また、内圧の上昇に伴って容器
壁全体に作用する応力が、この範囲に伝搬して集中的に作用しているとも言える。したが
って、これらの範囲に安全弁を設けると、容器内圧が低圧でも、安全弁を設けた箇所には
集中した大きな応力が作用し、確実に作動させることができる。逆に、上記範囲より重心
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寄りの範囲にのみ安全弁を設けると、その範囲は、容器が膨らんだときにあまり変形せず
にそのまま持ち上げられる傾向を示し、変形曲率が小さく平らに近い状態を保つため、安
全弁を作動させる力が作用し難い。
【００３１】
電池容器の広平面部の形状が矩形等、多角形の場合には、そのコーナー部近傍に設けると
、そこに歪みが集中するので、その歪みを有効に利用でき、確実な作動を得る上で好まし
い。
【００３２】
また、このように、電池容器の内圧の集中による歪みを利用して作動する安全弁であるの
で、内部ガスにより容器が膨らむというような異常事態でない通常状態においては、多少
の外圧によっては不用意な開口は起こらない。
【００３３】
上記安全弁の構造としては、容器の一定以上の内部圧力によって破断する薄肉部を備えた
構造が好ましい。薄肉部を備えた安全弁としては、薄い金属箔を冷間圧接させたラプチャ
ーディスク部品を取り付ける方式や、容器の一部を薄肉加工して弱くさせる方法等を採用
することができるが、好ましくは前記薄肉部が、容器広平面部側に形成された少なくとも
一つの直線又は曲線の溝とされる。この溝は、例えば切溝加工により形成することができ
る。
【００３４】
図４を用いて、線状溝の配置を説明する。図４に示す電池容器は広平面部が矩形状であり
、直線状溝６３又は曲線状溝６４の接線６４ａは、矩形の重心（中心）Ｇ及び角部を結ぶ
直線６１を横切るように配置されており、前記溝のなす直線又は曲線の接線が、前記直線
の垂線に対して±６０度以内の角度をなすように設けられているのが望ましい。これは、
容器が膨らむときに生じる広平面部での歪みは、直線６１を横切る方向において大きいか
らである。したがって、角６２を上記範囲とすることにより、大きな歪みが生じる方向に
溝を沿わすことができ、その結果低い容器内圧で破断開口し易い安全弁とすることができ
るのである。溝のなす角６２が３０度未満では、容器が膨らむときに大きな歪みを生じず
に持ちあがることとなり、低圧で確実に作動させることが難しい。この例のように容器広
平面部が矩形の場合は、その重心と角部とを結ぶ直線は、勿論対角線となる。なお、容器
広平面部が、矩形以外の多角形の場合でも、直線状溝又は曲線状溝の接線が、多角形の重
心（中心）及び角部を結ぶ直線を横切るように配置され、前記溝のなす直線又は曲線の接
線が、前記直線の垂線に対して±６０度以内の角度をなすように設けられることにより、
上記と同様の作用が得られる。
【００３５】
前述のように広平面部側に上記の角度範囲内で安全弁の溝を形成することにより、弁開放
時に電池内容物が周囲へ飛散することも防止できる。安全弁の溝は、その形状、薄肉部厚
さの設計により予め決定された前記所定内圧の範囲で開口させることができる。また、安
全弁を容器広平面部側に設けることにより大きな開口面積を持たせて素早く内部ガスを放
出することが可能となる。さらに、保護カバーが必要でかつ設備投資も大きいラプチャー
ディスクと比較して、コストを低減することができる点でもより好ましい。
【００３６】
安全弁の製造方法は特に限定されないが、前述した溝方式の場合エッチングやプレスなど
により、任意の形状で所定の厚さを残し薄肉部の溝加工を行うことが出来る。図５は、溝
方式の安全弁の種々の例を示す。上蓋1表面の周囲近傍でかつコーナー付近７１に大きな
溝７２を設けると、低い圧力でかつ大きな開口面積を持つ安全弁となる。図中７２ａは直
線状、７２ｂは円弧状、７２ｃは円のごく一部のみを残した形状、７２ｄはＸ字形状の溝
方式安全弁である。
【００３７】
【実施例】
以下、本発明の実施例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。
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（実施例１）
（１）図１に示すように、底容器２は、０．５ｍｍのＳＵＳ３０４製薄板を深さ５ｍｍに
絞り作成し、電池の上蓋１も厚さ０．５ｍｍのＳＵＳ３０４製薄板で作成した。電池外形
寸法は短辺側で２１０ｍｍ、長辺側で３００ｍｍとおよそＪＩＳ規格Ａ４サイズと同等と
した。該上蓋には、アルミ製の正極端子及び銅製の負極端子３、４（６ｍｍφ、先Ｍ3の
ねじ切り）を取り付けるた。正極及び負極端子３、４は、ポリプロピレン製ガスケットで
上蓋１と絶縁した。該底容器２内へ電極積層体を挿入せずに上蓋１を配置し、図１の角部
Ａを全周に亘りレーザー溶接して電池外装体のみの組立品を作製した。
【００３８】
（２）該上蓋１のコーナー部（図５のコーナー部７１）に、図５に溝７２ａとして示した
形状及び幅０．５ｍｍ深さ０．０４ｍｍ長さ６０ｍｍの寸法の直線状溝をエッチング加工
により形成し安全弁とした。この溝は、コーナー部の両辺より１０ｍｍずつ内側を結び、
矩形状上蓋の重心及び角部を結ぶ直線を横切るように形成されており、前記直線状溝が、
前記直線（対角線）の垂線に対して短辺側で角部の方へ１０度の角度をなすように設けら
れている。
【００３９】
（３）上記のようにして得られた電池外装体のみの組立品に、注液口５を使って電池内圧
を上昇させていき安全弁の開口試験を行ったところ、０．４ｋｇ／ｃｍ2と低い内圧で素
早く作動し電池の膨らみ時の厚さも１８ｍｍでとどまった。
【００４０】
（実施例２）
実施例1の（２）の安全弁構造以外は実施例1と同様に電池外装体のみの組立品を作製した
。電池上蓋１のコーナー部に、図５のコーナー部７１部における溝７２ｂのような位置及
び形状、幅０．５ｍｍ、深さ０．０４ｍｍの寸法で、両辺より５０ｍｍ内側の点を中心と
し半径４０ｍｍ内角９０度の、コーナー側へ凸をなす円弧状溝をエッチング加工して安全
弁を作製した。上記のようにして得られた電池外装体のみの組立品に、注液口５を使って
電池内圧を上昇させ安全弁の開口試験を行ったところ、０．５ｋｇ／ｃｍ2と低い圧力で
素早く作動し電池の膨らみ時の厚さも２２ｍｍでとどまった。
【００４１】
（実施例３）
実施例1の（２）の安全弁構造を電池上蓋１のコーナー部に作製して実際の電池を以下の
様に組み立てた。
【００４２】
（１）ＬｉＣｏ２Ｏ４１００重量部、アセチレンブラック８重量部、ポリビニリデンフル
オライド（ＰＶＤＦ）３重量部をＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）１００重量部と混合し
正極合材スラリーを得た。該スラリーを集電体となる厚さ２０μｍのアルミ箔の両面に塗
布、乾燥した後、プレスを行い、正極を得た。図２は電極の説明図である。本実施例にお
いて正極１０１aの塗布面積（Ｗ１×Ｗ２）は、262.5×192ｍｍ2であり、２０μｍの集電
体１０５aの両面に103μｍの厚さで塗布されている。その結果、電極厚さｔは226μｍと
なっている。また、電極の短辺側には電極が塗布されていない耳部分があり、φ3の穴が
開けられている。
【００４３】
（２）黒鉛化メソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ、大阪ガスケミカル製、品番６－２
８）１００重量部、ＰＶＤＦ１０重量部をＮＭＰ９０重量部と混合し、負極合材スラリー
を得た。該スラリーを集電体となる厚さ１４μｍの銅箔の両面に塗布、乾燥した後、プレ
スを行い、負極を得た。図４を用いて説明する。負極１０１ｂ又は101ｃの塗布面積（Ｗ
１×Ｗ２）は、267×195ｍｍ2であり、18μｍの集電体１０5ｂの両面に108μｍの厚さで
塗布されている。その結果、電極厚さｔは２３４μｍとなっている。また、電極の短辺側
には電極が塗布されていない耳部分があり、φ3の穴が開けられている。更に、同様の手
法で片面だけに塗布し、それ以外は同様の方法で厚さ126μｍの片面電極を作成した。片
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面電極は（３）項の電極積層体において外側に配置される（図２中１０１ｃ）。
【００４４】
（３）上記（１）項で得られた正極８枚、負極９枚（内片面２枚）を図２に示すようにセ
パレータ１０４a（ポリプロピレン不織布：目付10ｇ/ｍ2）とセパレータ104ｂ（ポリエチ
レン製微孔膜：目付13.3ｇ/ｍ2)を介して（図2中104として標記されている）、交互に積
層し電極積層体を作成した。セパレータ104ｂは正極側に配置した。また、容器との絶縁
の為、積層体の外側の負極板101ｃの更に外側にセパレーター104ｂを配置した。
【００４５】
（４）電池の底容器２（図１参照）は、０．５ｍｍのＳＵＳ３０４製薄板を深さ５ｍｍに
絞り作成した。また、電池の上蓋１も厚さ０．５ｍｍのＳＵＳ３０４製薄板で作成した。
該上蓋には、アルミ製の正極端子及び銅製の負極端子３、４（６ｍｍφ、先Ｍ3のねじ切
り）を取り付けるた。正極及び負極端子３、４は、ポリプロピレン製ガスケットで上蓋１
と絶縁されている。
【００４６】
（５）上記（３）項で作成した電極積層体の各正極耳の穴を正極端子３に、各負極耳１の
穴を負極端子４に入れ、それぞれ、アルミ、銅のボルトで接続した。電極積層体を絶縁テ
ープで固定し、図１の角部Ａを全周に亘りレーザー溶接した。その後、電解液注液孔5（6
ｍｍφ）から電解液としてエチレンカーボネートとジエチルカーボネートを１：１重量比
で混合した溶媒に１ｍｏｌ／ｌの濃度にＬｉＰＦ６を溶解した溶液を注液した。この電池
を、12ｍｍφに打ち抜いた厚さ０．08ｍｍのアルミ箔-変性ポリプロピレンラミネートフ
ィルムを300torrの減圧下で熱融着する事により、電解液注液孔5を封口した。
【００４７】
（６）上記のようにして得られた電池を５Ａの電流で４．１Ｖまで充電し、その後４．１
Ｖの定電圧を印加する定電流定電圧充電を１２時間行い、続いて５Ａの定電流で２．５Ｖ
まで放電したところ、放電容量は２３．５Ａｈであり、エネルギー容量は８５Ｗｈであっ
た。容量を確認後再び上記同様の充電を行い充電末状態とした。次に安全性を確認するた
め、１０Ａの定電流充電での過充電試験を社団法人電池工業会指針ＳＢＡ　Ｇ１１０１に
準じて行った。約７０％分過充電した時点で電池内部でのガス発生によるためか電池容器
が膨らみ出したが、図５中コーナー部７１の安全弁７２ａが開口し蒸気が発生し、大容量
型電池であるにもかかわらず発熱発火等には至らず安全性の高いことがわかった。電池の
膨らみ時の厚さも１８ｍｍでとどまっていた。
【００４８】
（比較例１）
実施例３で使用した安全弁構造以外は実施例３と同様に電池を作製した。該上蓋１のコー
ナー部に、図５のコーナー部７１における溝７２ａのような位置及び形状、幅１ｍｍ深さ
０．０４８ｍｍ長さ６０ｍｍの寸法の直線状溝をエッチング加工により形成した。この溝
は、コーナー部の両辺より１０ｍｍずつ内側を結び、矩形状上蓋の重心及び角部を結ぶ直
線（対角線）を横切るように形成されており、前記直線状溝が、前記直線の垂線に対して
短辺側で角部の方へ１０度の角度をなすように設けられ、作動圧０．０１ｋｇ／ｃｍ2の
安全弁を形成した。しかしレーザ溶接工程において、取り付けていた放熱板などの冶具を
脱着する際に既に安全弁の一部が破損して開口していた。作動圧がこの様に低すぎると、
通常使用時にも容易に開口してしまうことが予想された。
【００４９】
（比較例２）
実施例３ので使用した安全弁構造以外は実施例３と同様に電池を作製した。該上蓋１のコ
ーナー部に、図５のコーナー部７１における溝７２ａのような位置及び形状、幅０．８ｍ
ｍ深さ０．０４６ｍｍ長さ６０ｍｍの直線状溝をエッチング加工により形成した。この溝
は、コーナー部の両辺より１０ｍｍずつ内側を結び、矩形状上蓋の重心及び角部を結ぶ直
線（対角線）を横切るように形成されており、前記直線状溝が、前記直線の垂線に対して
短辺側で角部の方へ１０度の角度をなすように設けられ、作動圧０．０２ｋｇ／ｃｍ2の
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安全弁を形成した。しかし注液工程において、減圧状態から常圧に戻すことにより電解液
を注入される際に安全弁の一部から液漏れし開口していることがわかった。作動圧がこの
様に低すぎると一般的な製造工程においても容易に開口してしまうことが予想された。
【００５０】
（比較例３）
実施例1の（２）の安全弁構造以外は実施例1と同様に電池外装体のみの組立品を作製した
。図４に示すように、底容器２の側面部分８１に幅０．５ｍｍ、深さ０．４ｍｍで短辺５
ｍｍ長辺４０ｍｍの十字刻印状の安全弁８２を作製した。上記のようにして得られた電池
外装体のみの組立品に、注液口５を使って電池内圧を上昇させ安全弁の開口試験を行った
ところ、低圧では安全弁が作動せず５ｋｇ／ｃｍ2に到達した時点で厚さ１２０ｍｍまで
大きく膨らみ、変形歪みのためか突然溶接部の一部が開口した。電池内容物を含んでいた
場合非常に危険な事態が予想された。
【００５１】
【発明の効果】
以上から明らかな通り、本発明によれば、扁平型電池、特に、大容量且つ高体積エネルギ
ー密度を有する扁平型電池において、低い内部圧力上昇によって開口する安全機構を具備
し、安全性が高い非水系二次電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の蓄電システム用非水系二次電池の平面図及び側面図を示す
図である。
【図２】図１に示す電池の内部に収納される電極積層体の構成を示す側面図である。
【図３】本発明の安全弁配置場所の説明図である。
【図４】本発明の切溝加工方式安全弁配置角度の説明図である。
【図５】本発明の非水系二次電池の実施例に用いた安全弁の説明図である。
【図６】本発明の非水系二次電池の比較例に用いた安全弁の説明図である。
【符号の説明】
１　上蓋
２　底容器
３　正極端子
４　負極端子
５　注液口
６　封口フィルム
５１　安全弁配置範囲
６１　矩形の重心及び角部を結ぶ直線（矩形の対角線）
６２　直線状溝方式安全弁
６３　矩形の重心及び角部を結ぶ直線と安全弁溝の直線とがなす角度
７１　上蓋コーナー部
７２ａ、７２ｂ，７２ｃ，７２ｄ　安全弁
８１　底容器側面部分
８２　安全弁
１０１ａ　正極（両面）
１０１ｂ　負極（両面）
１０１ｃ　負極（片面）
１０４、１０４ａ、１０４ｂ　セパレータ
１０５ａ　正極集電体
１０５ｂ　負極集電体
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